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特定⼝座年間取引報告書等の郵送不要のお申し込みについて
平成31年の税制改正に伴い、2019年4⽉以降、確定申告時に特定⼝座年間取引報告書等の下記書
類の添付が不要となりました。

＜添付不要となった書類＞

特定⼝座年間取引報告書

上場株式等の⽀払通知書

配当等とみなす⾦額に関する⽀払通知書

（注） 2019年分の所得税の申告からは、「株式等に係る譲渡所得等の⾦額の計算明細書」の代
わりとして特定⼝座年間取引報告書を添付する場合、電⼦交付されたPDFを印刷したもの
も使⽤可能となりました。
詳細は所轄の税務署にてご確認くださいますようお願い申し上げます。

電⼦交付サービスをお申し込みのお客さまは、特定⼝座年間取引報告書等を郵送不要とする
ことが可能です。

郵送不要をご希望される場合は下記「お⼿続きについて」をご参照のうえ、お申し込みいただき
ますようお願い申し上げます。

お⼿続きについて

電⼦交付サービスをお申込みのお客様

2019年のお客様へのお知らせ⼀覧に戻る

特定⼝座年間取引報告書等の郵送不要のお申し込み

https://www.smbcnikko.co.jp/news/customer/2019/index.html


従来、郵送にて特定⼝座年間取引報告書等をお送りしておりましたが、郵送不要をご希望される
場合はオンライントレード（⽇興イージートレード）のログイン後画⾯よりお申し込みする事が
できます。

※「特定⼝座年間取引報告書および上場株式配当等の⽀払通知書の郵送不要のお申し込み」より 
お申し込みいただけます。

※現在のお申し込み状況もご確認いただけます。

電⼦交付サービスをお申込みいただいていないお客様

※特定⼝座年間取引報告書等の郵送不要をご希望の場合は「電⼦交付サービス」を合わせてお申
し込みいただく必要がございます。

※⽇興イージートレードにログイン後画⾯より電⼦交付をお申し込みのうえ、お⼿続きいただけ
ます。

ログインして
電⼦交付サービス 申込・状況照会へ

※ログイン後、申込・状況照会画⾯へ移動します。

https://trade.smbcnikko.co.jp/Login/DirectL/login/ipan_web/hyoji/?url=e_kofu%2Fdenshi_kofu%2Fregister?STEP=1

